
対象外です 対象外です

対象外です

20歳未満の子を税法上の扶養親族としている

支給額に変更ありません 申立書の項目に該当します 支給金額に変更ありません 支給金額に変更ありません

⺟の合計所得が500万円以下である 父の合計所得金額が500万円以下である

未婚のひとり親家庭に寡婦(夫)控除のみなし適用対象者フローチャート

婚姻歴がなく、かつ婚姻状態（事実婚含む）にない⺟または父であり、20歳未満の子（※）がいる
※子は、総所得金額等が38万円以下であり、他の人の扶養対象配偶者や扶養親族となっていない場合に限ります

⺟である 父である

20歳未満の子と生計を同じくしている 20歳未満の子と生計を同じくしている

はいいいえ

はいいいえ

はいいいえ いいえ はい

いいえ はい


